
平成２３年４月１日

『京の企業いきいき金融支援』 京都府・京都市

一 般 振 興 融 資

◆京都府内に営業所又は事業所があり、原則府内で６ヶ月以上継続して同一事業を

行っている中小企業者又は組合の方

《中小企業者》

融 資 対 象
◎法人の場合 … 府内に営業所又は事業所がある企業

と な る 方
◎個人の場合 … 原則、府内において所得税、事業税を申告している方

《 組 合 》

中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、

生活衛生同業組合及び同連合会等

※京都府税及び京都市税（京都市以外の方は府税のみ）の滞納がないこと

◆運転資金 ７年以内、 設備資金 １０年以内

資 金 使 途

融資期間等
＜原則として均等月賦返済、必要に応じ１年以内の据置可＞

※信用保証協会の保証付き既往借入金（あんしん借換融資、金融安定化特別保証

付き等の既往借入金除く）の借換可

融 資 利 率 ◆年２．９％以内（取扱金融機関が定める固定金利）

融資限度額
◆有担保で２億円、 無担保で８,０００万円

※ただし、保証協会の保証利用可能額（一般枠）の範囲内

担保・保証人 ◆保証協会の保証が必要 ＜原則法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要＞

◆京都府・京都市制度融資取扱金融機関

受 付 機 関
京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西アーバン銀行、福邦銀行、

京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、

近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱東京ＵＦＪ銀行、商工中金

※御利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、御希望に添えない場合があります。


